
- 1 - 
 

議会第２４号参考資料 
２ 月 定 例 会 議 
福  祉  課 
令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 

 

 

介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

 

１ 令和８年度の保険料率の算定に関する算定方法の特例 

令和７年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万 

円引き上げる見直しが行われた。 

これに伴い、一部の被保険者の保険料段階の移動が生じ、第９期介護保険事業計画中 

の保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能 

な限り防ぐ観点から、税制改正に伴う影響を遮断するため、令和８年度に限り下記の特 

例を設ける。 

 

① 保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例 

給与等収入金額が55万1,000円以上190万円未満である第１号被保険者の合計所得金 

額について、給与等収入金額の区分に応じて、令和７年度税制改正による給与所得控 

除額の引上げ額分を加算することとする。 

 

② 保険料率の算定に関する基準の特例 

世帯員の町民税の課税状況の判定に際して、世帯内に令和７年度税制改正の影響によ 

り令和８年度に非課税となった者がいる場合には、その者は町民税課税者とみなす。 

本人の町民税の課税状況の判定に際しても、同様とする 

 

２ 令和８年度分の保険料の減額の特例 

１の令和８年度の保険料率の算定に関する算定方法の特例に該当する者の中で、令和 

８年度分の保険料について、葉山町介護保険条例第 13 条第１項及び第２項の規定にか 

かわらず、町長は、令和７年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない 

第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、附則第 14 項 

から前項までの規定により令和８年度の保険料の算定において保険料率の算定に関する 

所得の額の算定方法の特例又は保険料率の算定に関する基準の特例の適用を受ける者の 

うち、町長が特に必要と認める者に対し、申請によらずに減額することができる。 
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１ 令和８年度の保険料率の算定に関する算定方法等の特例 

 ① 保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例（改正附則第 14 項～第 16 項） 

  ア 附則第１４項の事例 

    Ａさん ７２歳・単身世帯のケース 

     令和７年中の年金収入金額 ２２８万円 

     令和７年中の給与収入金額   ６０万円 

  【合計所得金額の算定】 

・年金所得金額 １１８万円（＝年金収入金額２２８万円―年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額   ０万円（＝給与収入金額６０万円―令和７年度税制改正による給与所得控

除６５万円） 

・合計所得金額 １１８万円（町民税課税） 

 

この合計所得金額を介護保険料の所得段階にあてはめると、令和８年度の介護保険料段階は、町民

税課税で合計所得金額が１２０万円未満であることから所得段階は「第６段階」となる。 

しかし、改正後の附則第１４項の算定方法の特例により、給与所得控除額は５５万円となることか

ら、給与所得金額は５万円（＝給与収入金額６０万円―給与所得控除額５５万円）となり、合計所得

金額は１２３万円（町民税課税）と算定され、令和８年度の介護保険料段階は、「第７段階」となる。 
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 イ 附則第１５項の事例 

    Ｂさん ７０歳・単身世帯のケース 

     令和７年中の年金収入金額 ２２８万円 

     令和７年中の給与収入金額 １００万円 

  【合計所得金額の算定】 

・年金所得金額 １１８万円（＝年金収入金額２２８万円－年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額  ３５万円（＝給与収入金額１００万円－令和７年度税制改正による給与所得

控除６５万円） 

・合計所得金額 １５３万円（町民税課税） 

 

これによると、令和８年度の介護保険料段階は、町民税が課税で合計所得金額が１２０万円以上１６０

万円未満であることから「第７段階」となる。 

しかし、改正後の附則第１５項の算定方法の特例により、給与所得金額に１０万円を加えた額となるこ

とから、給与所得金額は４５万円（＝給与所得金額３５万円＋１０万円）となり、合計所得金額は１６３

万円（町民税課税）と算定され、令和８年度の介護保険料段階は、「第８段階」となる。 

 

  年額 月額 
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ウ 附則第１６項の事例 

    Ｃさん ６６歳・男性・単身世帯のケース 

     令和７年中の年金収入金額 ３００万円 

     令和７年中の給与収入金額 １７０万円 

  【合計所得金額の算定】 

・年金所得金額 １９０万円（＝年金収入金額３００万円－年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額 １０５万円（＝給与収入金額１７０万円－令和７年度税制改正による給与所得

控除６５万円） 

・合計所得金額 ２９５万円（町民税課税） 

 

これによると、令和８年度の介護保険料段階は、町民税が課税で合計所得金額が２００万円以上３００

万円未満であることから「第９段階」となる。 

しかし、改正後の附則第１６項の算定方法の特例により、給与所得金額に７万円（＝６５万―改正前給

与所得控除額５８万（＝給与収入金額×４０％―１０万））を加えた額となることから、給与所得金額は 

１１２万円（＝給与所得金額１０５万円＋７万円）となり、合計所得金額は３０２万円（町民税課税）

と算定され、令和８年度の介護保険料段階は、「第１０段階」となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改正前給与所得控除 

年額 月額 
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②  保険料率の算定に関する所得の基準の特例（改正附則第 17 項～第 18 項） 

  エ 附則第１７項第２号イの事例 

    Ｄさん 世帯主６６歳・世帯員にＥさん ６５歳・妻（障害者）がいるケース 

     Ｄさん 

令和７年中の年金収入金額 １００万円 

令和７年中の給与収入金額  ４０万円 

     Ｅさん 

令和７年中の年金収入金額 １４５万円 

令和７年中の給与収入金額 １６０万円 

  

 【合計所得金額の算定】 

〔Ｄさん〕 

・年金所得金額   ０万円（＝年金収入金額１００万円－年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額   ０万円（＝給与収入金額４０万円－令和７年度税制改正による給与所得控

除６５万円） 

・合計所得金額   ０万円（町民税非課税） 

 

  〔Ｅさん〕 

・年金所得金額  ３５万円（＝年金収入金額１４５万円－年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額  ９５万円（＝給与収入金額１６０万円－令和７年度税制改正による給与所得

控除６５万円 

   ・合計所得金額 １３０万円（町民税非課税） 

※障害者のため、合計所得金額が１３５万円以下は町民税非課税 

 

これによると、Ｄさんの令和８年度の介護保険料段階は、世帯の全員が町民税非課税で本人の年金収

入金額（１００万円）と合計所得金額（０円）の合計が１００万円であることから、「第２段階」とな

る。 

しかし、改正後の附則第１７項第２号イの算定方法の基準の特例により、E さんは１３５万円から合

計所得金額を控除して得た額が１０万円以下（＝１３５万円－合計所得金額１３０万円）となることか

ら、課税者としてみなすこととなる。 

  そのため、Ｄさんの令和８年度の介護保険料段階は、「第５段階」となる。 

 

 

 

年額 月額 



- 6 - 
 

 

２ 令和８年度分の保険料の減額の特例（改正附則第 19 項） 

  ○附則第１９項の事例 

    Ｆさん ７５歳・単身世帯のケース 

     令和７年中の年金収入金額   ０万円 

     令和６年中の給与収入金額   ９８万円 

     令和７年中の給与収入金額 １０５万円 

 

  【合計所得金額の算定】 

・年金所得金額   ０万円（＝年金収入金額０―年金所得控除額１１０万円） 

・給与所得金額  ４０万円（＝給与収入金額１０５円―令和７年度税制改正による給与所得控

除６５万円） 

・合計所得金額  ４０万円（町民税非課税） 

※町民税非課税ライン：合計所得金額が４５万円以下 

 

これによると、令和８年度の介護保険料段階は、町民税が非課税で合計所得金額が８０万９千円以下

であることから「第１段階」となる。 

しかし、改正後の附則第１５項の算定方法の特例及び第１７項、１８項の基準の特例により給与所得

金額に１０万円を加えた額となることから、給与所得金額は５０万円（＝給与所得金額４０万円＋１０

万円）となり、合計所得金額は５０万円（町民税課税）と算定され、令和８年度の介護保険料段階は、

「６段階」となるところだが、附則第１９項の減額の特例及び厚生労働省通知に基づき、「第１段階」

となる。 

 

 

《参考》「介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例に

ついて」（令和８年１月９日付事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課から各都道府県・市町村介護

保険主管部（局）あて事務連絡） 

 ２．前年度非課税者に係る特例減免について 

令和７年度（令和６年分）の住民税非課税の者（第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員）について、令和７年度税制見直しによる地方税の給与所得控除の最低保障額引上げの決定

を受けて、令和８年度（令和７年分）も引き続き住民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引

上げ分の範囲の就労調整（就労収入の増加）を行う場合については、介護保険法（平成９年法律第 123 

号）第 142 条に定める「特別の理由」に該当するとして、同条に基づき、当該者の保険料を令和８年

度保険料算定において、課税・非課税の判定について住民税非課税者として判定する保険料段階まで減

免できることとする。 

当該減免は、本人の申請に基づき個別に認定することが基本であるが、申請・認定に係る事務負担等

を踏まえ、本人の個別申請によらずシステム上の対応を可能とする。 

また、当該減免を受けた者については、減免後の保険料段階に基づき、低所得者軽減に係る国庫負担

や調整交付金の算定を行う。 

なお、これらの減免は令和８年度限りの措置とする。 


